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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向の少なくとも一端に開口を有し、かつ内部に物品を収容する角筒状のケース本
体と、
　前記ケース本体の開口を有する側の一端部に外嵌される矩形枠状の縁枠材と、
　前記縁枠材の下端部に枢着され、かつ前記ケース本体の前記開口を閉塞する閉止位置と
前記開口を開放する開放位置とに回動可能とした蓋体と、
　前記蓋体が閉止位置に位置している状態で、前記蓋体の上端部に枢着され、前記ケース
本体の上面に近接する係合位置と前記ケース本体の上面から離れた解放位置とに回動可能
であり、かつ先端部に円形の係合孔が設けられた係止片と、
　前記縁枠材の上面に軸部が立設され、かつ先端に南京錠の掛け金を挿通しうる通孔が設
けられた球頭部を有し、前記係止片を係合位置としたとき、前記球頭部が前記係止片の係
合孔と弾性係合するようにした係合ピンと、
　前記縁枠材の上面に前記係合ピンよりも前記開口に近接する部分に設けた突縁部と、
　前記係止片の中間部に、前記係止片を係合位置としたとき、前記突縁部に弾性係合する
ように設けた突条と、
を備えることを特徴とする収納ケース。
【請求項２】
　前記縁枠材の外面における前記開口に近接する部分に凹入段部を設け、この凹入段部に
、前記係合ピンおよび突縁部を配設したことを特徴とする請求項１記載の収納ケース。
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【請求項３】
　前記係止片を係合位置としたとき、前記係止片が、前記凹入段部の一部を閉塞するよう
に、前記凹入段部に嵌合するようにしたことを特徴とする請求項２記載の収納ケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、収納ケース、特にその蓋体の開閉機構の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の収納ケースには、ケース本体に一端を枢着した蓋体の他端に掛け金を枢着し、上
記蓋体によりケース本体の開口を閉塞した状態で、上記掛け金に設けた係合孔を、ケース
本体の側面に設けたリング状の掛け金受けに嵌合した後、掛け金受けを９０°回動して、
掛け金を外れ止めし、その後、リング状の掛け金受けに、南京錠を掛けるようにしたもの
や、それと類似のものがある(例えば特許文献１～３参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－３６４２１４号公報
【特許文献２】特許第５２８９２９５号公報
【特許文献３】特開２００５－３３５９０４号公報(図３)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１に記載されているものにおいては、掛け金を掛け金受けに係合させ
た後に、リング状の掛け金受けを９０°回動させなければならず、その作業が繁雑である
だけでなく、掛け金受けが正規の向きに位置していないと、掛け金を掛け金受けに係合さ
せることができず、その場合には、掛け金受けを正規の向きに戻した後、再度掛け金を掛
け金受けに係合し直さなければならない。
【０００５】
　特許文献２および３に記載されているものにおいては、トグルリンク機構を備えるドロ
ーラッチや締め付け機構を使用しなければならず、構造が複雑化し、高価になるだけでな
く、その開閉操作が面倒である。
【０００６】
　本発明は、従来の技術が有する上記のような問題点に鑑みてなされたもので、蓋体の開
閉作業を容易に行うことができるだけでなく、蓋体を閉止状態でケース本体に確実に保持
することができ、しかも蓋体の取付部分の構造を簡素化しうるようにした収納ケースを提
供することをも目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によると、上記課題は、次のようにして解決される。
（１）収納ケースを、少なくとも一端に開口を有し、かつ内部に物品を収容するケース本
体と、前記ケース本体の開口端部に設けた縁枠材と、前記縁枠材に枢着され、かつ前記ケ
ース本体の開口を閉塞する閉止位置と前記開口を開放する開放位置とに回動可能とした蓋
体と、前記蓋体の縁部に枢着され、前記蓋体が閉止位置に位置している状態で、前記ケー
ス本体の外面に近接する係合位置と前記ケース本体の外面から離れた解放位置とに回動可
能であり、かつ先端部に係合孔が設けられた係止片と、前記縁枠材の外面に突設され、か
つ先端に南京錠の掛け金を挿通しうる通孔が設けられた球頭部を有し、前記係止片を係合
位置としたとき、前記球頭部が前記係止片の係合孔と弾性係合するようにした係合ピンと
、を備えるものとする。
【０００８】
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　このような構成によると、蓋体を閉止位置とした後、係止片に設けた係合孔を、係合ピ
ンの球頭部に圧嵌して、弾性係合させるだけで、係止片は係合位置に位置し、蓋体を閉止
位置に確実に保持することができ、また、係止片を係合ピンの球頭部から離れる方向に回
動させるだけで、蓋体を容易に開くことができる。
　その後、南京錠の掛け金を、係合ピンの球頭部に設けた通孔に挿通させて、南京錠を施
錠することにより、蓋体を確実に施錠することができる。
　しかも、球頭部を有する係合ピンを、ケース本体の外面に突設するだけでよく、特許文
献１に記載されているリング状の掛け金受けのように、ケース本体の外面に回転可能に枢
着する必要がないので、蓋体の取付部分の構造を簡素化することができる。
　このような構成によると、縁枠材と蓋体および係止片等とを予め組み付けて、蓋体装置
を完成させておき、それを、押し出し成形等により形成したケース本体の端部に取付ける
だけで、ケース本体に特別な加工を施すことなく、簡単に製造することができる。
【０００９】
（２）上記(１)項において、前記縁枠材の外面における前記開口に近接する部分に突縁部
を設け、かつ前記係止片の中間部に、前記係止片を係合位置としたとき、前記突縁部に弾
性係合するようにした突条を設ける。
【００１０】
　このような構成によると、係止片に設けた係合孔と係合ピンの球頭部との弾性係合によ
り、係止片が係合位置から解放位置側に開くのを防止することができ、かつ係止片の中間
部に設けた突条とケース本体の外面に設けた突縁部との弾性係合により、蓋体が閉止位置
から開放位置側に開くのを防止することができる。
　それに対して、上記(１)項の発明においては、係合孔と係合ピンの球頭部との弾性係合
のみにより、係止片が係合位置から解放位置側に開くのを防止するとともに、蓋体が閉止
位置から開放位置側に開くのを防止することができる。
【００１１】
（３）上記(２)項において、前記縁枠材の外面における前記開口に近接する部分に凹入段
部を設け、この凹入段部に、前記係合ピンおよび突縁部を配設する。
【００１２】
　このような構成によると、係合ピンおよび突縁部を凹入段部に配設してあるので、それ
らが外部に大きく突出するのを防止することができ、スマートな外観を有するものとする
ことができる。
【００１３】
（４）上記(３)項において、前記係止片を係合位置としたとき、前記係止片が、前記凹入
段部の一部を閉塞するようにして、前記凹入段部に嵌合するようにする。
【００１４】
　このような構成によると、凹入段部の一部が係止片によって覆われるので、体裁がよい
。
　また、凹入段部における、係止片によって覆われていない部分を、係止片を係合位置か
ら解放位置に外す際の指の挿入用の空間とすることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によると、蓋体の開閉作業を容易に行うことができるだけでなく、蓋体を閉止状
態でケース本体に確実に保持することができ、しかも蓋体の取付部分の構造を簡素化した
収納ケースを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の収納ケースの一実施形態の正面図である。
【図２】同じく、平面図である。
【図３】図２のIII－III線における縦断正面図である。
【図４】図３のIV－IV線における縦断側面図である。
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【図５】図３のV－V線における縦断側面図である。
【図６】図３の状態から、取手を上方に引き上げ、左方の係止片を係合ピンから上方に外
し、かつ右方の蓋体を下方に開いた状態を示す、図３と同様の縦断正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の収納ケースの一実施形態を、図１～図６を参照して説明する。
　この収納ケースは、金属または硬質合成樹脂材料等により、長手方向の少なくとも一端
、本実施形態では左右の両端が開口する角筒状に形成され、かつ釣竿等の長尺物(図示略)
を収容しうる左右方向を向くケース本体１と、このケース本体１の上面に設けられた取手
装置２と、ケース本体１の左右の端部に設けられた蓋体装置３、３とを備えている。
【００２０】
　ケース本体１の上面には、互いに平行をなして左右方向を向く前後１対のガイドレール
４、４が設けられている。
　前後のガイドレール４、４は、図４に示すように、ケース本体１の前後の縁より起立す
る起立片４ａ、４ａと、その上端より互いに対向する方向を向く折曲片４ｂ、４ｂとから
なる、互いに対向する鉤形の断面形状をなしている。
【００２１】
　取手装置２は、前後のガイドレール４、４に、その長手方向に摺動可能として装着され
、かつケース本体１の上面に対向する下面に、左右方向を向く凹溝５ａが設けられた左右
１対のスライド片５、５と、左右方向を向く把持部６ａの両端に弾性帯板部６ｂ、６ｂが
連設され、この弾性帯板部６ｂ、６ｂがケース本体１の上面に接触するようにして、上記
各スライド片５の凹溝５ａを左右方向に摺動可能として挿通し、かつ両弾性帯板部６ｂ、
６ｂの外端部に、スライド片５の凹溝５ａからの抜け止め用の上向きの突部６ｃ、６ｃが
設けられた取手６と、両スライド片５、５間であって、かつ取手６の把持部６ａの下面と
それに対向するケース本体１の上面との間において、両ガイドレール４、４に、その長手
方向に摺動可能として装着されたスペーサ７とを備えている。
【００２２】
　各スライド片５は金属板よりなり、その断面形状は、図４に示すように、凹溝５ａを形
成する下向きコ字形部５ｂの開口縁部に、両ガイドレール４、４の鉤形部分に係合する、
前後方向を向く外向き係合片５ｃ、５ｃを連設したものとしてある。
【００２３】
　取手６の把持部６ａと弾性帯板部６ｂ、６ｂと突部６ｃ、６ｃとは、ゴムまたは軟質合
成樹脂材料等により、ほぼ同幅として一体的に形成されている。
　把持部６ａの下面には、把持部６ａを把持し易くするための下向膨出部６ｄが設けられ
ている。
【００２４】
　スペーサ７は、図５に示すように、上面が両ガイドレール４の折曲片４ｂ、４ｂの上面
と整合するようにして、それらの間に配設された下向きコ字形部７ａと、その開口縁部に
、両ガイドレール４、４の鉤形部分に係合する、前後方向を向く外向き係合片７ｂ、７ｂ
とからなっている。
　スペーサ７の左右方向の長さは、図１～図３に示すように、取手６の下向膨出部６ｄが
スペーサ７の上面に当接または近接し、取手６全体がほぼ扁平となった不使用時の状態に
おいて、左右のスライド片５、５間の間隔より、取手６の弾性帯板部６ｂの厚さの２倍を
差し引いた寸法より、さらに短くしてある。
【００２５】
　取手６が不使用時の状態のときは、取手６を左右に移動させることにより、取手６と左
右のスライド片５、５とスペーサ７とを、一体として、両ガイドレール４、４に沿って、
そのままの状態で左右方向に摺動させることができる(スペーサ７は、若干遅れて摺動す
ることがある)。
　したがって、ケース本体１に対する取手６の取付位置を、運搬時の状況に応じて、都合
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のいい位置に適宜変更することができる。
　例えば、収納ケースを水平にして持ち運ぶときは、取手６を、重心位置であるケース本
体１の左右方向のほぼ中央部に位置させて、安定よく提げることができ、また、収納ケー
スを上下方向に向けて持ち運ぶときは、取手６が重心より上方に位置するように、ケース
本体１の長手方向の中央部より一端寄りに位置させて安定よく吊り下げて運ぶことができ
る。
【００２６】
　図６に示すように、取手６の把持部６ａを把持して、ケース本体１の上面から上方に離
れるように引き上げると、左右の弾性帯板部６ｂ、６ｂが弾性変形しつつ、その外端部同
士が、左右のスライド片５、５とともに互いに内方に引き寄せられ、その後、スペーサ７
の両端が、互いに引き寄せられた左右の弾性帯板部６ｂ、６ｂの内面とケース本体１の上
面との間に楔入し、その左右の弾性帯板部６ｂ、６ｂの内面に当接すると、取手６の両端
部の互いに近接する方向への移動が阻止されるとともに、スペーサ７の両端に当接した部
分から外側の両弾性帯板部６ｂ、６ｂの下面がケース本体１の上面に圧接させられ、それ
がブレーキとなって、取手６の取付位置の移動が阻止される。
　したがって、取手６を把持して収納ケースを運搬している途中で、取手６の取付位置が
不意に変動して、収納ケースの重量バランスが崩れるおそれを防止することができる。
【００２７】
　左右の蓋体装置３、３は、互いに左右対称の同一構造をなしている。
　各蓋体装置３は、ケース本体１の各端部に外嵌したほぼ矩形枠状の縁枠材８と、この縁
枠材８の下端部に、前後方向を向く軸９をもって枢着され、かつ縁枠材８の開口を閉塞す
る閉止位置(図３参照)と上記開口を開放する開放位置(図６の右端部参照)とに回動可能と
した蓋体１０と、蓋体１０の閉止時の上端部に前後方向を向く軸１１をもって枢着され、
蓋体１０が閉止位置に位置している状態で、ケース本体１の上面に近接する係合位置とケ
ース本体の上面から離れた解放位置とに回動可能であり、かつ先端部に円形の係合孔１２
が設けられた係止片１３と、ケース本体１の上面に突設され、かつ先端に、南京錠(掛け
金式錠前)の掛け金(図示略)が挿通可能な通孔１４が設けられた球頭部１５ａを有し、係
止片１３を係合位置としたとき、球頭部１５ａが係止片１３の係合孔１２と弾性係合する
ようにした係合ピン１５とを備えている。
【００２８】
　蓋体１０は、内端部が開口する方形の箱状をなし、その内部には、スポンジ等からなる
緩衝材１０ａが設けられている。
　また、蓋体１０の開口縁部には、蓋体１０の閉止時に、縁枠材８の開口端面に設けた環
状溝８ａに嵌合する環状突条１０ｂが設けられ、蓋体１０の閉止時の密閉性を向上するよ
うにしてある。
【００２９】
　縁枠材８の上面には、ケース本体１の中央部に向かって突出する突部８ｂが設けられて
おり、この突部８ｂを含む縁枠材８の上面と、蓋体１０の閉止時の上面とには、前後幅を
係止片１３の前後幅と同一か、またはそれよりもわずかに大とした凹入段部１６、１７が
設けられている。
　縁枠材８の凹入段部１６は、上方と外側方とに開口し、その底面１６ａにおける外側端
寄りの部分には、係合ピン１５における球頭部１５ａから下方に向かってなだらかに拡開
するテーパー状の軸部１５ｂが立設されている。
　また、凹入段部１６の底面１６ａにおける外側端部には、前後方向を向く突縁部１８が
設けられている。
【００３０】
　蓋体１０の凹入段部１７は、上方と左右両側方に開口し、その凹入段部１７の外側端部
内において、係止片１３の基端部が軸１１をもって蓋体１０に枢着されている。
　図３に示すように、係止片１３は、係合位置に位置しているときは、その上面が、縁枠
材８の上面および蓋体１０の上面とほぼ整合するようにして縁枠材８の凹入段部１６と蓋
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体１０の凹入段部１７とに嵌合し、凹入段部１６の上方開口部の一部と凹入段部１７の上
方開口部のほぼ全体を閉塞している。
　縁枠材８の凹入段部１６の内端部と係止片１３の先端との間には、係止片１３を係合位
置から解放位置に外す際に指を挿入するための空間Ｓが形成されている。
【００３１】
　係合位置に位置しているときの係止片１３の下面における左右方向の中間部には、係止
片１３を係合位置としたとき、縁枠材８の突縁部１８に弾性係合するようにした前後方向
を向く突条１９が設けられている。
　突条１９と突縁部１８との弾性係合が外れにくく、しかも円滑に弾性係合させることが
できるようにするため、突条１９の先端部と縁枠材８の先端部とは、図３および図６に示
すように、緩やかな曲線をなすフック状に形成するのが好ましい。
【００３２】
　左右の蓋体装置３、３は、上記のような構成としてあるので、蓋体１０を閉止位置とし
た後、係止片１３に設けた係合孔１２を、係合ピン１５の球頭部１５ａに圧嵌して、弾性
係合させるだけで、係止片１３は係合位置に保持され、蓋体１０を閉止位置に確実に保持
することができ、また、係止片１３を係合ピン１５の球頭部１５ａから離れる方向に回動
させるだけで、蓋体１０を容易に開くことができる。
　係止片１３を係合位置に位置させた後、南京錠の掛け金を、係合ピン１５の球頭部１５
ａに設けた通孔１４に挿通させて、南京錠を施錠することにより、蓋体１０を確実に施錠
することができる。
　しかも、係合ピン１５は、縁枠材８に突設するだけでよいので、特許文献１に記載され
ているリング状の掛け金受けのように、ケース本体１の外面等に回転可能に枢着する必要
はなく、蓋体１０の取付部分の構造を簡素化することができる。
【００３３】
　また、係止片１３に設けた係合孔１２と係合ピン１５の球頭部１５ａとの弾性係合によ
り、係止片１３が係合位置から解放位置側に開くのを防止することができ、かつ係止片１
３の中間部に設けた突条１９と縁枠材８に設けた突縁部１８との弾性係合により、蓋体１
０が閉止位置から開放位置側に開くのを防止することができる。
　なお、突条１９と突縁部１８とを省略することができ、この場合には、係合孔１２と係
合ピン１５の球頭部１５ａとの弾性係合のみにより、係止片１３が係合位置から解放位置
側に開くのを防止し、かつ蓋体１０が閉止位置から開放位置側に開くのを防止することが
できる。
【００３４】
　さらに、係合ピン１５および突縁部１８を凹入段部１６に配設してあるので、それらが
外部に大きく突出するのを防止することができ、スマートな外観を有するものとすること
ができる。
【００３５】
　しかも、係止片１３を係合位置としたとき、係止片１３が、凹入段部１６の一部を閉塞
するようにして、凹入段部１６に嵌合するようにしてあるので、体裁がよい。
　また、凹入段部１６における、係止片１３によって覆われていない部分を、係止片１３
を係合位置から解放位置に外す際の指の挿入用の空間Ｓとすることができる。
【００３６】
　縁枠材８は、後述するように省略することもできるが、この縁枠材８に、凹入段部１６
や係合ピン１５および突縁部１８を設けておくことにより、この縁枠材８と蓋体１０およ
び係止片１３等とを予め組み付けて、蓋体装置３を完成させておき、それを、押し出し成
形等により形成したケース本体１の端部に取付けるだけで、ケース本体１に特別な加工を
施すことなく、簡単に製造することができる。
【００３７】
　本発明は、上記実施形態のみに限定されるものではなく、特許請求の範囲を逸脱するこ
となく、例えば、次のような幾多の変形した態様での実施が可能である。
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(１)　ケース本体１の一端のみに蓋体装置３を設け、ケース本体１の他端は、閉塞部材(
図示略)をもって閉塞する。
(２)　縁枠材８を省略し、係合ピン１５および突縁部１８をケース本体１に直接設ける。
すなわち、係合ピン１５および突縁部１８をケース本体１と一体とする。
(３)　ケース本体１に凹入段部１６と同様の凹入段部を設け、その底面に、係合ピン１５
および突縁部１８を直接設ける。
【符号の説明】
【００３８】
　１　ケース本体
　２　取手装置
　３　蓋体装置
　４　ガイドレール
　４ａ起立片
　４ｂ折曲片
　５　スライド片
　５ａ凹溝
　５ｂ下向きコ字形部
　５ｃ外向き係合片
　６　取手
　６ａ把持部
　６ｂ弾性帯板部
　６ｃ突部
　６ｄ下向膨出部
　７　スペーサ
　７ａ下向きコ字形部
　７ｂ外向き係合片
　８　縁枠材
　８ａ環状溝
　８ｂ突部
　９　軸
１０　蓋体
１０ａ緩衝材
１０ｂ環状突条
１１　軸
１２　係合孔
１３　係止片
１４　通孔
１５　係合ピン
１５ａ球頭部
１５ｂ軸部
１６　凹入段部
１６ａ底面
１７　凹入段部
１８　突縁部
１９　突条
　Ｓ　空間
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